
  

 

 

 

 

 

意匠登録出願の 

願書及び図面等の記載の手引き 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

令和３年３月 

特許庁 



  

はじめに 

 

意匠登録出願にあたっては、法律及び規則に基づいて必要事項を記載した願書と、意

匠登録を受けようとする意匠を表した図面等を提出する必要があります。 

特許庁では、こうした願書及び図面等の記載方法を解説したガイドラインを平成３年に

公表し、平成２０年には当該ガイドラインを手引きとしてまとめた「意匠登録出願の願書及

び図面等の記載の手引き」を公表して参りました。その後、平成２８年の意匠審査基準の

一部改訂、平成２９年の意匠審査基準の一部改訂、及び平成31年の意匠審査基準

の一部改訂に伴い、記載内容の見直しや内容の充実を図ってきております。 

また、今般、令和元年の意匠法改正により、新たな保護対象が加わりましたことから、当

該改正に対応した新たな記載を追加するとともに、関連する記載の見直しを行っておりま

す。加えて、今般の改訂では、出願する際の願書の記載の指針となるよう、別添として「意

匠に係る物品等の例」を公表しております。 

  

本手引きは、願書及び図面の作成方法についての基本的な内容の説明と、典型的な

例を記載したものですので、願書及び図面等を本手引きのとおり記載していただくことを義

務づけるものではありません。 

また、登録要件の詳細な内容については「意匠審査基準」を、手続きに必要とされる所

定の様式等については「意匠登録出願等の手続のガイドライン」をご参照下さい。 

 

 本手引きが、意匠登録出願の際の、願書及び図面等の作成の一助となれば幸いです。 
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